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第１章      総 則 
第 １条 本会は保護者と教師の会と称し、事務局及び所在地を東京学芸大学附属小金井

中学校（以下、小金井中学校と略称する）に置く。  

第 ２条 本会は学校と家庭が協力し小金井中学校の教育の推進を図ることを目的とす
る。 

 
第２章   事 業 

第 ３条  本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行うことができる。 
１ 講演会、研究会、懇談会等 
２ 本会運営費捻出のための事業 
３ その他必要と認めた事業 

第 ４条  本会の事業は委員会の決議により小金井中学校長の承認を経て行う。 
 

第３章   会 員 
第 ５条  本会は小金井中学校生徒の保護者及び教員をもって組織する。 
               

第４章      会   合 
第 ６条  本会の会合は次の６種とする。 
          １ 総会 ２ 委員会  ３ 専門委員会  ４ 学年会 ５ 学級会  ６ 役員会 
      ２  ２の委員会の下に次の専門委員会を置く。 
          １ 厚生委員会  ２ 広報委員会 
      ３ 専門委員は１・２年の各学級から以下の人数を選出し、任期は１年とする。

但し、再任は妨げない。 
厚生委員 1 名  広報委員 １名 

第 ７条  総会は毎年年度始めに開いて次の事項を行う。 
          １ 会務報告   ２ 議事  ３ 役員選出 
         但し、会長が必要と認めた時又は委員会の要請があった時は臨時総会を開く 

      ことができる。 

第 ８条   役員会は必要に応じて本会の事業の企画及び予算、その他重要な会務を協議    

し、委員会に提案する。 
第 ９条  学年会は年２回以上、学級会は毎学期１回以上、専門委員会は必要に応じて    

開催する。 
第１０条  各会議の決議は出席者の過半数による。可否同数の場合は会長がこれを 

決定する。 
第１１条  総会、委員会の決議は会議録に記載し保存する。 
 
                          

  



第５章    役員・委員及び顧問等 
第１２条 本会に次の役員、委員及び顧問を置く。役員及び委員の任期は１年とする。但

し、再任は妨げない。任期途中で就任した者の任期は前任者の残任期間とする。     

１ 役員     会長 １名  副会長 ２名  庶務・会計 ５名  監事 ２名 

         ２ 委員  ３９名 
       ３ 顧問    ３名 
第１３条 本会の役員は、会員の中から役員選衡委員会での推薦を経て総会で選出する。        

選衡委員会は、年度始めの総会以前に役員候補者を選衡し、総会へ推薦する。
また、その任務を終了した時は解散する。選衡委員会の構成は次のとおりとす
る。 

 １ 学校長     ２ 現役員（学校側３名、保護者側７名） 

        ３ 学級代表委員（各学級ごと１名） ４ 学年代表教員（各学年ごと１名） 
第１４条 会長、副会長、庶務・会計及び監事は総会で選出する。 

          ２ 委員は学級ごとに保護者全員の互選による３名及び教員３名（副校長・庶
務係）とする。１・２年の各学級３名の委員のうち、２名は第６条の専門委員
となり、１名は学級代表委員となる。 

          ３ 顧問には学長、附属学校運営参事を推す。 
第１５条  本会に名誉会員を置く。名誉会員は本会の功労者を会長が委員会に諮って決    

定する。  
第１６条 会長は本会を代表し会務を総理し、かつ役員会、委員会及び総会の座長とな    

る。 
       ２ 副会長は会長を補佐する。会長不在時は、会長の代行をすることができる。 
       ３ 会計は本会の会計を処理する 
       ４ 監事は本会事業並びに会計を監査する。 
    ５ 顧問及び名誉会員は会運営の相談に応ずる。 
    ６ 委員（会）、専門委員は次の事業を審議する。 
     １ 事業の立案並びに執行   
          ２  会議に関する事項 
          ３  入会金及び会費に関する事項 
          ４  予算に関する事項 
          ５  収支決算に関する事項 
          ６  その他必要と認めた事項 
 

第６章  会   計 
第１７条 本会の経費は会員の入会金、会費並びに本会の催す諸事業の収入による。 
         入会金及び会費の金額は委員会において決定する。入会金及び会費は生徒１名      

毎に規定額を納めるものとする。 
第１８条 会長は会員の事情において会費を減免する事ができる。 
第１９条  会員が本会を退会する場合一旦納入した会費はこれを返却しない。 
第２０条  本会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 
第２１条  本会の予算は委員会において審議し、総会の承認を求める。 
第２２条  本会の決算は委員会において審議し、監事の監査を経て総会に報告する。 
 

第７章  付  則 
第２３条 本会の規約を変更する場合は会員の３分の１以上出席した総会の決議を必要

とする。 
        ２ 本会の規約執行に関しては委員会が別に細則を定めることができる。 
        ３ 本会は必要に応じて、教育後援会「若竹会」と連絡をとりながら運営する。         

４ 本規約は平成１３年４月１日より施行する。 
        ５ 本規約は平成１６年４月１日より施行する。 
        ６ 本規約は平成１７年４月１日より施行する。  

    ７ 本規約は平成３０年５月６日より施行する。 

    ８ 本規約は令和３年５月１６日より施行する。 



弔慰金支給規定 

第 1 条 この規定は、東京学芸大学附属小金井中学校「保護者と教師の会」の会員等の

死亡に対して、この規定の定めるところにより、弔慰金を支給する。 

第 2 条 弔慰は、次にかかげる者に表す。 

一．  会員、および生徒。 

二． 上記の者に対し、弔慰金ならびに、生花を支給する。 

付則 この規定は、令和 5 年 4 月 1 日から実施する。 

 

＜説明＞ 

１．「会員」とは、規約第 3 章第 5 条（会員）により、現小金井中学校生の保護者及び

教員。 

２．弔慰金ならびに生花の金額は、弔慰金の額は原則として 10,000 円とし、生花は時価

（15,000 円程度）とする。 


